
１．開催日時　　令和４年２月２５日(金)１４時００分～１４時５５分

２．開催場所　　向島公民館　２階　大研修室

３．出席委員　１８人（委員総数１９人 ）

　　　会　長　　１９番　土山　浩二

　　　副会長　　　　　　　２番　金藤　祐治 　　８番　山田　　清

　　　委　員　　　１番　米田　健一 　　３番　村上　智彦  　 ４番　吉原　正紀

　　５番　松森　　智 　　６番  安井　常人 　　７番　上峠　数博
　　９番　髙本　博文 　１０番　村上　　正 　１１番　中司　睦枝

　１２番　大西　寛幸 　１３番　岡本　幸平 　１４番　原　　弘子
　１５番　片山　　博 　１６番　髙橋　泰登 　１７番　八津川　和司　　　

　　

　　欠席委員　１人
　１８番　楢原　生夫

４．議事日程

　　　第１　議事録署名委員の指名

　　　第２　議案（審議事項）

議案第５号　　農地法第３条の規定による許可申請について

議案第６号　　農地法第４条の規定による許可申請について

議案第７号　　農地法第５条の規定による許可申請について

議案第８号　　非農地証明申請について

議案第９号　　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分）

議案第１０号　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（一般分）

議案第１１号　農地法第１８条の規定による許可申請について

審議事項（２）「尾道市における農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

　　　　　　　に対する意見について

　　　第３　議案（報告事項）

報告第７号　農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出に対する受理について

報告第８号　認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置について

報告第９号　電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置について

　　　第４　その他

　その他

５．農業委員会事務局職員    

　　　事務局長　　市川 昌志　　

　　　事務局職員　宮崎 伸昭　　髙橋 知佐子　　中島 幸恵　　小田 充彦

６．農林水産課職員    

　　　職員　　　　主田 孝弘　　越智 大介

尾 道 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

報告第６号　農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する受理について
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７．会議の概要

会　長 　あいさつ（省略）

議　長

議　長

事務局

　この申請については、２月３日、上峠委員、笠井推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　この申請については、２月７日、八津川委員、宮迫推進委員と事務局職員で現地調査を行
いました。

　本日の出席者の報告をさせていただきます。委員総数は１９名で、本日の出席委員は１８
名、欠席委員は１名です。定足数に達しておりますので、本日の総会は成立しております。

　議事録署名は４番・吉原正紀委員、５番・松森智委員にお願いします。

　農地利用最適化推推進委員は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席を見合
わせていただきました。

　議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。
　事務局より説明を求めます。

　議案書の方をご覧ください。

　それでは、これから申請に基づく議題に入ります。

　この申請については、２月４日、中司委員、林原推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　それでは、議案第５号、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。
　　（議案第５号、１９番から２７番までを議案書をもとに説明）

　申請番号２４番、権利の種類は、贈与による所有権移転です。
　申請地は、向島町の１０筆、現況地目は畑、面積は合わせて１，１１９㎡です。
　譲渡理由は高齢による経営縮小、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は３，８９５．３㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。

　申請番号２２番、権利の種類は、売買による所有権移転です。
　申請地は、御調町貝ヶ原の１筆、現況地目は畑、面積は１５５㎡です。
　譲渡理由は遠隔地につき耕作不能、譲受理由は自宅から近く利便性を高めるためです。
　譲受人の経営面積は５，６３６㎡であり、下限面積の２，０００㎡を充たします。

　申請番号２３番、権利の種類は、売買による所有権移転です。
　申請地は、御調町大田の１筆、現況地目は田、面積は２５３㎡です。
　譲渡理由は後継者がいないため経営縮小、譲受理由は所有農地と隣接し、利便性を高める
ためです。
　譲受人の経営面積は２，２２３㎡であり、下限面積の２，０００㎡を充たします。
　この申請については、２月７日、松森委員、石本推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１９番、権利の種類は、売買による所有権移転の設定です。
　申請地は、木ノ庄町木門田の１筆、現況地目は田、面積は４３８㎡です。
　譲渡理由は遠隔地につき耕作不能、譲受理由は相手方の要望によるです。
　譲受人の経営面積は１，４５７㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。

　申請番号２０番、権利の種類は、売買による所有権移転です。
　申請地は、浦崎町の２筆、現況地目は畑、面積は合わせて７０６㎡です。
　譲渡理由は遠隔地につき耕作不能、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は５，５７１．５６㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。

　申請番号２１番、権利の種類は、贈与による所有権移転です。
　申請地は、浦崎町の１筆、現況地目は畑、面積は１２５㎡です。
　譲渡理由は高齢による経営縮小、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は３，７８７㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。
　申請番号２０番、２１番については、２月３日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で
現地調査を行いました。
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議　長

議　長

事務局

　申請番号２６番、権利の種類は、売買による所有権移転です。
　申請地は、因島中庄町の１筆、現況地目は畑、面積は５６㎡です。
　譲渡理由は兼業による耕作困難、譲受理由は利便性を高めるためです。
　譲受人の経営面積は５，５８７㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。
　なお、譲受人は、当該農地に隣接する宅地と一体で譲り受ける予定となっております。

　申請番号１９番から２７番につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた
め、許可要件の全てを満たすと考えます。

　この申請については、２月９日、髙本委員、佐々木推進委員と事務局職員で現地調査を行
いました。

　申請番号２７番、権利の種類は、贈与による所有権移転です。
　申請地は、瀬戸田町中野の２筆、現況地目は畑、面積は合わせて１，８７６㎡です。
　譲渡理由は高齢による経営縮小、譲受理由は農業後継者としてです。
　譲受人の経営面積は４，１００㎡であり、下限面積の３，０００㎡を充たします。

　申請番号２５番、２６番については、２月９日、村上智彦委員、松浦推進委員と事務局職
員で現地調査を行いました。

　　（挙手なし）

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　申請番号１９番から２７番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の
挙手をお願いします。

　　（挙手多数）

　申請番号２５番、権利の種類は、贈与による所有権移転です。
　申請地は、因島中庄町の３筆、現況地目は畑、面積は合わせて１，２７８㎡です。
　譲渡理由は遠隔地につき耕作不能、譲受理由は新規就農者としてです。
　譲受人の経営面積は、新規就農者のためありませんが、今回の譲受面積が合計で１，２７
８㎡であり、下限面積の１，０００㎡を充たします。
　なお、新規就農者のため営農計画書が添付されており、自家消費のための柑橘を耕作する
計画となっています。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　次に、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第６号、農地法第４条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　　（議案６号、１番を議案書をもとに説明）

　申請番号１番、所在は、瀬戸田町荻の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、７３８㎡の転
用計画です。
　申請地は、非線引き都市計画区域にあり、農業公共投資の対象となっていない小集団の農
地であり、農地区分は、第２種農地と考えられます。
　転用目的は、農業用倉庫用地で農業用倉庫１棟、建築面積１５３㎡、駐車場及び車両旋回
スペースが計画されています。
　申請人はこの度、自己所有農地を転用して、営農の効率を上げるため、農業用倉庫を建築
したいというものです。
　この申請については、２月９日、米田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

- 3 -



議　長

議　長

事務局 　それでは、議案第７号、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　次に、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　申請番号１２番から１４番も関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、すべて売買による所有権の移転です。
　所在は、美ノ郷町白江の全７筆、地目は田及び山林、農振農用地区域外、合計２，７２７
㎡の転用計画です。
　申請地は、市街化調整区域にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、建売分譲用地で、住宅１２棟、駐車場各２区画、進入路、合併浄化槽が計画
されています。
　譲受人は、福山市に本店を置く不動産業を営む法人であり、申請地を取得して、建売住宅
を分譲したいというもので、都市計画法に基づく開発許可見込みです。
　９番から１４番の申請については、２月３日、上峠委員、笠井推進委員と事務局職員で現
地調査を行いました。

　　（議案７号、８番から２０番までを議案書をもとに説明）

　申請番号８番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は、吉和町の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、２１３㎡の転用計画です。
　申請地は、市街化調整区域にあり、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であ
り、農地区分は、第２種農地と考えられます。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　転用目的は、資材置場用地で、資材置場が計画されています。
　譲受人は、申請地を取得して、趣味である木工作業の資材置場として利用したいというも
のです。
　この申請については、２月３日、安井委員、江良推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号９番から１１番は関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、すべて売買による所有権の移転です。
　所在は、美ノ郷町三成の全４筆、地目は田、農振農用地区域外、合計２，６８９㎡の転用
計画です。
　申請地は、市街化調整区域にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、建売分譲用地で、住宅１４棟、駐車場各２区画、進入路、合併浄化槽が計画
されています。

　譲受人は、福山市に本店を置く不動産業を営む法人であり、申請地を取得して、建売住宅
を分譲したいというもので、都市計画法に基づく開発許可見込みです。

　申請番号１番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお願い
します。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　　（挙手なし）

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。
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　申請番号２０番、申請内容は、贈与による所有権の移転です。
　所在は、瀬戸田町御寺の１筆、地目は畑、農用地区域内、７９㎡の転用計画です。
　現在は、農用地区域内農地ですが、農用地区域の除外申請を行っており、除外が見込まれ
ております。
　申請地は、非線引き都市計画区域にあり、土地改良事業（農地保全整備事業）を施行した
農地であり、農地区分は、第１種と考えられます。
　転用目的は、宅地拡張で、駐車場が計画されています。

　なお、申請番号１６番から１８番の太陽光事案につきましては、経済産業省による固定価
格買取制度（ＦＩＴ制度）の対象外の事業であり、転用事業者の関連会社が電力を買い取
り、買い取った電力を（関連会社が）企業や個人に卸すというもので、申請に際しては、転
用事業者と、（電力を買い取る）関連会社との間で締結された、「発電売買契約書」の確認
をしております。

　譲受人は、大阪市に本店を置く、再生可能エネルギー発電事業を営む法人であり、申請地
を取得して、太陽光発電設備を設置したいというものです。
　この申請については、２月７日、八津川委員、宮迫推進委員と事務局職員で、申請代理人
立会いのもと、現地調査を行いました。

　申請番号１７番から１８番は関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、ともに売買による所有権の移転です。
　所在は、御調町高尾の全６筆、地目は田及び畑、農振農用地区域外、合計２，４３９㎡の
転用計画です。
　申請地は、非線引き都市計画区域にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、太陽光発電設備で、太陽光パネル３１２枚、発電量４９．５ｋｗが計画され
ています。

　申請番号１５番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は、浦崎町の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、６１１㎡の転用計画です。
　申請地は、都市計画区域外にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、太陽光発電設備で、太陽光パネル１５０枚、発電量２７．５ｋｗが計画され
ています。
　譲受人は、福山市に本店を置く、再生可能エネルギー発電事業を営む法人であり、申請地
を取得して、太陽光発電設備を設置したいというもので、経済産業省の再生可能エネルギー
発電事業計画の認定を受けております。
　この申請については、２月３日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１６番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は、御調町丸門田の２筆、地目は田、農振農用地区域外、合計１，６５８㎡の転用計
画です。
　申請地は、非線引き都市計画区域にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、太陽光発電設備で、太陽光パネル１５６枚、発電量４９．５ｋｗが計画され
ています。
　譲受人は、大阪市に本店を置く、再生可能エネルギー発電事業を営む法人であり、申請地
を取得して、太陽光発電設備を設置したいというものです。
　この申請については、２月７日、松森委員、石本推進委員と事務局職員で、申請代理人立
会いのもと、現地調査を行いました。
　なお、申請地には隣接する住宅があることから、申請代理人が、事前に隣接住人に対し事
業説明を行っており、事業に対する同意書が提出されております。

　申請番号１９番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は、向東町の３筆、地目は畑及び宅地、農振農用地区域外、合計９９㎡の転用計画で
す。
　申請地は、市街化調整区域にあり、農地区分は、その他２種と考えられます。
　転用目的は、宅地拡張で、庭敷が計画されています。
　譲受人は、三原市に本店を置く不動産業を営む法人であり、この度、隣接する宅地及び建
物と一体利用する申請地を同時に取得して、庭敷や花壇として利用したいというものです。
　なお、申請地は、一部がすでに宅地としての利用状況にあるため、申請に際しては顛末書
が添付されております。
　この申請については、２月４日、中司委員、林原推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。
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議　長

議　長

事務局

　譲受人は、申請地の隣接地に居住しておりますが、駐車スペースを確保するため、この
度、分筆登記のうえ、譲り受けて、自家用駐車場として利用したいというものです。
　本件は、農地法施行規則第３３条第４号「住宅そのた申請に係る土地の周辺の地域におい
て居住する者の日常生活上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」として、第１種農
地の不許可の例外に該当するものです。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　事務局より説明を求めます。

　　（挙手なし）

　次に、議案第８号「非農地証明申請について」を議題といたします。

　

　申請番号３番から８番までは、同一地域で、判定地目も同一のため、一括して説明しま
す。

　　（議案第８号、３番から２０番を議案書をもとに説明）

　それでは、議案第８号、非農地証明申請について、ご説明いたします。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。
　申請番号８番から２０番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方の挙
手をお願いします。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。

　なお、関係他法令が審査中につき、他法令が許可になりしだい、許可決定することといた
します。

　また申請番号２０番の案件につきましては、農業委員会ネットワーク機構への意見聴取を
し、許可妥当の答申後に許可決定することといたします。

　申請番号１０番は、栗原町の３筆、現況地目は、雑種地で、面積は合計１４１㎡です。
　利用状況は、平成元年頃から、駐車場用地として賃貸しておりましたが、現在は解約とな
り、更地となっている状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。

　この申請については、２月９日、米田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。
　なお、本件は、第１種農地に係る転用案件として、広島県農業会議に意見聴取することと
なります。

　申請番号３番は、栗原町の１筆、現況地目は、山林で、面積は、３４㎡です。
　申請番号４番は、栗原町の１筆、現況地目は、山林で、面積は、３５０㎡です。
　申請番号５番は、栗原町の３筆、現況地目は、山林で、面積は、合計１８３㎡です。
　申請番号６番は、栗原町の１筆、現況地目は、山林で、面積は、１６５㎡です。
　申請番号７番は、栗原町の２筆、現況地目は、山林で、面積は、合計１３８㎡です。
　申請番号８番は、栗原町の５筆、現況地目は、山林で、面積は、合計５５４．５４㎡で
す。
　利用状況は、それぞれ、高齢化などにより、耕作を放棄し、現在は雑木が繁茂し山林化し
ている状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。

　つぎに、申請番号９番は、栗原町の３筆、現況地目は、宅地で、面積は、合計１６６．４
５㎡です。
　利用状況は、昭和４５年頃、プレハブ建物を設置しており、現在利用はしておりません
が、現存しています。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。
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　つぎに、申請番号１９番は、因島中庄町の１筆、現況地目は、山林で、面積は１３８㎡で
す。
　利用状況は、平成１０年頃より、耕作されておらず、雑木が繁茂し山林化しているもので
す。
　農振農用地区域外、第２種農地、非線引き都市計画区域の用途地域外です。
　この申請については、２月９日、村上智彦委員、松浦推進委員と事務局職員で現地調査を
行い、山林に判定されました。

　申請番号１３番は、美ノ郷町本郷の１筆、現況地目は、宅地で、面積は９５㎡です。
　利用状況は、昭和２６年頃に倉庫を建築してから、宅地として利用しているものです。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。
　申請番号１２番と１３番については、２月３日、上峠委員、笠井推進委員と事務局職員で
現地調査を行い、それぞれ山林と宅地に判定されました。

　つぎに、申請番号１４番は、浦崎町の１筆、現況地目は、宅地で、面積は１６８㎡です。
　利用状況は、昭和４２年頃、住宅離れ（平屋）を建築し、以来宅地として利用しているも
のです。
　農振農用地区域外、第２種農地、都市計画区域外です。

　申請番号１４番から１６番については、２月３日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員
で現地調査を行い、それぞれ宅地と原野に判定されました。

　つぎに、申請番号１７番は、御調町丸河南の１筆、現況地目は、山林及び雑種地で、面積
は５３１㎡です。
　利用状況は、平成元年頃から、耕作を放棄し山林化している状況ですが、一部は駐車場と
している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、非線引き都市計画区域です。
　この申請については、２月７日、松森委員、石本推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、山林一部雑種地に判定されました。

　つぎに、申請番号１８番は、向東町の１筆、現況地目は、山林で、面積は８０９㎡です。
　利用状況は、平成元年頃から耕作を放棄し、現在は山林化しているものです。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。
　この申請については、２月４日、中司委員、林原推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、山林に判定されました。

　申請番号１５番は、浦崎町の２筆、現況地目は、原野で、面積は合計５１１㎡です。
　利用状況は、昭和６０年頃から、耕作を放棄し、雑木・竹等が繁茂し原野化しているもの
です。
　農振農用地区域外、第２種農地、都市計画区域外です。

　つぎに、申請番号１２番は、美ノ郷町三成の３筆、現況地目は、原野で、面積は合計６０
４㎡です。
　利用状況は、平成１０年頃から、耕作を放棄し、現在は原野化しているものです。
　農振地域外、第３種農地、市街化区域です。

　申請番号１６番は、浦崎町の２筆、現況地目は、宅地で、面積は合計１６５㎡です。
　利用状況は、昭和５３年頃に、農業用倉庫を建築し、現在も利用している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、都市計画区域外です。

　申請番号１１番は、栗原町の１筆、現況地目は、雑種地で、面積は合計９６㎡です。
　利用状況は、昭和６１年頃から、耕作しておらず、現在は駐車場用地となっています。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。
　申請番号３番から１１番については、２月３日、安井委員、江良推進委員と事務局職員で
現地調査を行い、それぞれ山林または宅地及び雑種地に判定されました。
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議　長

議　長

議長代理

事務局

議長代理

　この議案の審議については、『農業委員会等に関する法律』第３１条第１項の規定「議事
参与の制限」により、１９番・土山浩二委員の退室を求めます。

　〔１９番・土山浩二委員　退室〕

　申請番号３番は、原案のとおり決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお願いしま
す。

　ただいま議長を交代しました。

　（議長　金藤副会長に交代）

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　　（挙手なし）

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　　（議案第９号、３番を議案書をもとに説明）

　それでは、議案第９号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用
集積計画の決定について（一般分）（議事参与制限分）、ご説明いたします。

　この議案については、私に関する議案がありますので、議長を金藤副会長と交代します。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　事務局より説明を求めます。

　つぎに、申請番号２０番は、因島重井町の２筆、現況地目は、宅地で、面積は合計１２７
㎡です。
　利用状況は、昭和５０年頃から、木造の物置とコンクリートブロック造の倉庫が建築され
ており、宅地利用されています。
　農振地域外、第３種農地、非線引き都市計画区域の用途地域内です。
　この申請については、２月９日、村上智彦委員、村上佐代子推進委員と事務局職員で現地
調査を行い、宅地に判定されました。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　次に、議案第９号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積
計画の決定について（一般分）（議事参与制限分）」を議題といたします。

　番号３番、土地の所在は、御調町植野字国平、地目は、現況登記ともに田、面積は７９７
㎡です。
　権利の種類は賃貸借権の設定、賃借料は１０ａあたり玄米３０㎏、利用目的は水稲です。
　契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日です。
　以上、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり受理決定することに決しました。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　　（挙手多数）

　　（挙手なし）

　申請番号３番から２０番は、原案のとおり受理決定することに、賛成の農業委員の方の挙
手をお願いします。
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議　長

事務局

議　長

議　長

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　借受人は、現在、会社員ですが、幼少の頃から農業にたずさわる環境にあり、近い将来、
専業農家として生計を立てたいという希望を持っておられます。
　聴き取りした貸渡人の信頼も厚く、貸渡人の敷地内にある倉庫を借り受け、すでに宮原地
区で果樹栽培に取り組んでいるそうです。
　この申請については、２月９日に米田委員、藤岡推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、その後、貸渡人宅を訪れて聴き取りを行い、利用権の設定については問題ないものと確
認しております。

　以上、説明を省略させていただきました新規・更新分を含め、これら全て、農業経営基盤
強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

　では、新規就農分について説明をさせていただきます。

　番号４番、土地の所在は因島洲江町字佐屋、地目は、現況登記ともに畑、面積は５５５
㎡、他５筆で、合計面積は、３，９７４㎡です。
　権利の種類は使用貸借権の設定、利用目的は果樹です。
　契約期間は令和４年４月１日から令和１４年３月３１日です。

　議長を再度交代しました。
　次に、議案第１０号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集
積計画の決定について（一般分）」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第１０号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利
用集積計画の決定について（一般分）、ご説明いたします。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　次に、議案第１１号「農地法第１８条の規定による許可申請について」を議題といたしま
す。

　退室した１９番・土山浩二委員の入室を求めます。

　ここで、議長を土山会長と再度交代します。

　　（議長　土山会長に交代）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。

　　（挙手多数）

　利用権設定関係について新規就農分の申請番号４のみ説明させていただきます。

　なお、経営規模の拡大など、新規分の申請番号５から３４までと、以前から利用権を設定
していて、その期間を更新する、または利用権の設定が終わって１年未満の農地で新たに設
定を行うといった更新分の申請番号３５から１１７までは、説明を省略させていただきま
す。

　　〔土山浩二委員　入室〕

　　（議案第１０号、４番から１１７番を議案書をもとに説明）

　　（挙手なし）

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号４番から１１７番は、原案のとおり決定することに、賛成の農業委員の方の挙手
をお願いします。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり決定することに決しました。
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事務局

議　長

　事務局より説明を求めます。

　これより質疑に入ります。補足説明および質疑のある方は挙手をしてください。

　それでは、議案第１１号、農地法第１８条の規定による許可申請について、ご説明いたし
ます。

　　（議案第１１号、１番を議案書をもとに説明）

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　　（挙手なし）

　まず、第１８条の賃貸借の解約に関する許可について説明をさせていただきます。
　添付の資料をご覧ください。

　１枚目の「１　農地等の解約の制限」について、農地法第１８条第１項では、農地等の賃
貸借の当事者は、農業委員会の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れを
し、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない、ただし、
次の場合は除く、ということで、下の（１）から（８）の場合以外には、許可が必要となり
ます。

　許可が必要な場合の、解除、解約の申入れ、合意による解約、更新をしない旨の通知、に
ついては、１枚目の裏面の「参考」のところをご覧ください。

　「解除」は、当然守らなければならない義務を怠った場合に相手方がそのことを理由に賃
貸借契約を終了させるもの、「解約の申入れ」は当事者の一方が賃貸借の終了させるもの、
「合意による解約」は、双方の合意によるもの、「更新をしない旨の通知」は、期間満了後
に更新しないことの意思表示となります。
　なお、通常に行っている１８条６項の合意解約については、双方が解約に合意し、１枚目
表面の（２）にあたるもので、許可不要の場合となります。

　今回の１８条の許可申請については、借受人が所在不明で、合意解約できないため、許可
申請がされております。

　

　次に賃貸借の解約の許可基準について、２枚目をご覧ください。賃貸借の解約の許可につ
いては法第１８条第２項の１～６号のいずれかに該当しなければならず、

　１つ目が賃借人が信義に反した行為をした場合、例えば賃借人が賃借料を払わないなど、
　２つ目が農地を転用する等、農地以外のものにすることが相当であると認められる場合、
　３つ目が賃貸人自身が耕作した方が良いと判断される場合、
　４つ目が賃借人が農地中間管理機構と協議すべき旨の勧告を受けた場合、
　５つ目が農地所有適格法人がその要件を欠いた場合、
　６つ目がその他正当の事由がある場合として、その例として、賃借人の離農等により、賃
貸借関係を終了させることが適当であると客観的に認められる場合の以上が許可の基準とな
ります。

　

　それでは申請案件の説明をします。
　申請番号１番、申請地は御調町岩根の１筆、現況地目は畑、面積は８７８㎡です。
　申請者は貸渡人で、貸借契約の状況は「戦前小作」で賃料は不明です。

　解約形態は「解除」、解約理由は、４０年以上耕作されておらず、賃借料も支払われてい
ないため、また、先代が契約した賃貸借であり、申請者は当該農地の貸借について全く知ら
なかったため、借受人のことを知らず、所在も分からず連絡が取れないことによるもので
す。

　なお、賃借人について事務局で調べたところ、平成２６年１２月３１日に亡くなられてい
たことを確認しました。
　この申請について、２月７日、八津川委員、宮迫推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。現地は耕作されず、貸渡人により保全管理が行われている状況でした。

　この申請につきましては、農地法第１８条第２項第６号「その他正当の事由がある場合」
（参考資料の２枚目の裏面に記載がありますが）、賃貸借関係を終了させることが適当であ
ると客観的に認められるため、許可要件を満たすと考えます。

　なお、本件は、賃貸借の解約の許可案件として、広島県農業会議に意見聴取することとな
ります。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。
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議　長

農林水産
課職員

　それでは、基本構想の見直しの基本的考え方について、説明をさせていただきます。
　農業経営基盤強化促進法では、都道府県が当該地域において将来の農業のあるべき姿につ
いて総合的な計画を定めた「農業経営基盤強化の促進に関する基本方針」を、おおむね５年
ごとに１０年間を見通して策定することとされています。
　広島県では、令和２年度が策定年度であり、「２０２５広島県農林水産業アクションプロ
グラム」の趣旨に沿った基本方針としつつ、平成２３年３月に策定（平成２８年７月一部変
更）された基本方針の見直しが行われ、令和３年３月に策定されました。
　本市でも、改正された「広島県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の趣旨に
沿い、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の見直しを行うものです。
　また、市が基本構想を定めようとするときは、農業委員会及び農業協同組合の意見を聴か
なければならないとされておりますので、よろしくお願いします。

　次に５ページをご覧ください。
基本構想の目標年次の記載を削除し、県の基本方針と同じ概ね１０年後としました。

　それでは、今回の基本構想で見直しを行った主な変更点について、農業経営基盤の強化の
促進に関する基本的な構想の新旧対照表にて説明をさせて頂きます。

　３ページ目をご覧ください。
「第１　定義」を追加しました。この度、定義を追加することで、本文中の根拠規定の記載
を削除しております。また、定義づけがされたことで、法律等に記載されている事項で、基
本構想への記載が必須ではない事項を割愛しております。
　本文中には、削除された箇所の多くは、これに該当します。

　次に４ページをご覧ください。
農用地面積などの数値については、最新のものに変更しています。

　次に９ページをご覧ください。
　第３の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様に関する類型ごとの
効率的かつ安定的な農業経営の指標の「組織経営体」について、今までは「集落法人（経営
発展型）」、「集落法人（地域貢献型）」、「農業参入企業」及び「一般法人」の４区分あ
りましたが、「集落法人」と「一般法人」の２区分に変更しました。

　次に、市からの意見聴取案件である審議事項（２）「尾道市における農業経営基盤の強化
の促進に関する基本的な構想に対する意見について」を議題といたします。
　この説明のために農林水産課の職員が出席されていますので、農林水産課より説明を求め
ます。

本日は、諮問させていただきます「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に
ついて、概要を説明します。

　主な事業としましては、一つ目として、認定農業者制度の農業経営の目標として、年間労
働時間や年間農業所得などについて記載しております。

　二つ目として、農業経営基盤強化促進事業では、利用権設定等促進事業などがございま
す。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号１番は、原案のとおり決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお願いしま
す。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。
　本件につきましては、農業委員会ネットワーク機構への意見聴取をし、許可妥当の答申後
に許可決定することといたします。
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議　長

議　長

議　長

各委員

議　長

事務局

議　長

副会長

　以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

　　［農林水産課、退席］

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。
　本件については、異議ない旨の意見決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお願い
します。

　　（挙手多数）

　挙手多数ですので、本件は、異議ない旨の意見決定することに決しました。

　農林水産課の方、ご苦労様でした。

　ただいま、農林水産課より説明が終わりました。
　これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をしてください。

　　（挙手なし）

　

　１０ページから１３ページが別表１であり、「個別経営体」に関して示しております。
　１４ページから１５ページが別表２であり、「組織経営体」の集落法人と一般法人に関し
て示しております。
　また、現在の認定農業者の状況に合わせて、経営類型や経営規模、生産方式などを一部変
更しています。

　次に３３ページをご覧ください。
　第５農地利用集積円滑化事業に関する事項については、３３ページから３９ページ記載し
ておりましたが、農業経営基盤強化促進法の改正により、事業廃止されたことに伴い、該当
部分を削除しました。

　　（活動状況報告：省略）

　次に、その他に入ります。

　その他として、語句の修正や軽微な変更も行っております。

　次に、報告事項に入ります。

　報告第６号から第９号までを一括して審査を行います。

　農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、質疑のある方は挙手をしてください。

　　（質問、意見なし）

　質疑がないようなので、報告事項を終わります。

　以上で、本日の議案の審議ならび報告事項はすべて終了いたしました。

　本日はご苦労様でした。

　長時間にわたり、慎重な審議ありがとうございました。

  ただいまの事務局の説明について、質疑のある方は挙手をしてください。

　　（その他・連絡事項について説明）

　報告事案等があれば挙手のうえ報告してください。

　　（挙手なし）

　それではこれをもちまして、尾道市農業委員会総会を閉会いたします。

　閉会にあたり副会長があいさつをいたします。

　まず最初に、各調査区での活動状況を報告していただきます。

　次に、事務局より、その他・連絡事項についての説明を求めます。
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